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（例規 36） 

防衛省共済組合の診療所における自衛官等の診療について（通達） 

 

  

標記について、別添のとおり定められたので、防衛省共済組合の経営する診療所

は、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令（昭和 27年政令第 368号）第１７条

の４第１項第４号の契約医療機関に該当するものとして措置されたい。 

 

 

 

 

 

 

添付書類：別紙 

殿 



別紙 

 

  昭和４３年９月２７日 

組合規則第５号 

 

国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）第１１条第１項の規定に基づき、防

衛庁共済組合診療所管理運営規則を次のように定める。 

 

防衛省共済組合診療所管理運営規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、防衛省共済組合に設置する診療所の管理運営について必要な事項を定

めることを目的とする。 

（名称及び所在地） 

第２条 前条に規定する診療所の名称は防衛省共済組合本部診療所（以下「診療所」という。）

とし、東京都新宿区市谷本村町５番１防衛省内に置く。 

（診療所長及び事務長） 

第３条 診療所に診療所長及び事務長を置き、診療所長にあっては防衛省人事教育局衛生官

付医務室長の職にある者、事務長にあっては同局衛生官付医務室医務管理専門官の職にあ

る者をもって充てる。 

（診療所長及び事務長の職務） 

第４条 診療所長は、本部長の命を受け、診療所を管理運営し、診療所に従事する職員を指

揮監督するものとする。 

２ 事務長は、診療所長の命を受け、診療所の事務を掌理する。 

（診療の範囲） 

第５条 診療所における診療の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）診察 

（２）薬剤又は治療材料の支給 

（３）処置、手術その他の治療 

（診療の方針） 

第６条 診療所における医師は、保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和３２年厚生省

令第１５号）の定めるところに準じて診療を行わなければならない。 

（診療の対象） 

第７条 診療所における診療の対象は、次の各号に掲げる者とする。 

（１）組合員（第３号に該当する者を除き、特別療養の受給者を含む。） 

（２）組合員の被扶養者 

（３）自衛官（防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和２７年法律第２６６号）第６条の

規定の適用を受ける自衛官を除く。）、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科

大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒である組合員（特別療養の受給者を含



む。） 

（４）診療所利用に関する契約により診療の対象となる共済組合の組合員及びその被扶養者 

（５）前各号に掲げる者以外の者で、診療につきやむを得ない事情があると診療所長が認め

るもの 

（診療費） 

第８条 診療所における診療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労

働省告示第５９号）別表第１医科診療報酬点数表又は別表第２歯科診療報酬点数表に定め

る点数（以下「診療点数」という。）に、次の各号に掲げる者の区分による１点単価を乗じ

て算定するものとする。 

（１）前条第１号及び第３号に掲げる者 診療点数に１点単価９円を乗じて得た額とする。 

（２）前条第２号、第４号及び第５号に掲げる者 診療点数に１点単価１０円を乗じて得た

額とする。 

（診療報酬明細書の提出等） 

第９条 診療所長は、第７条第１号から第４号までに掲げる者を診察したときは、毎月、診

療報酬明細書（療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三

項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式（平成２０年厚生労働省告示第１２６号）に

定める様式第二（二）又は様式第三）を作成し、これを翌月１０日までに本部長に提出し

なければならない。 

２ 診療所長は、毎月、診療状況報告書（様式第１号）を作成し、これを翌月１０日までに

本部長に提出しなければならない。 

３ 診療所長は、診療日誌（様式第２号）を作成しなければならない。 

（診療費の請求） 

第１０条 本部長は、次の各号に掲げる者に係る診療費（第７条第１号、第２号又は第４号

に掲げる者に係る診療費にあっては、診療費の額から次項の規定により徴収するものとさ

れる額に相当する額を控除した額を診療費とする。）の請求を毎月１５日（第３号に掲げ

る者については、契約により定める日）までにそれぞれ当該各号に規定する者に行うもの

とする。この場合において、前条第１項の規定により提出された診療報酬明細書に基づき、

診療費請求書（様式第３号）を作成し、これらの書類をそれぞれ当該各号に規定する者に

提出するものとする。 

（１）第７条第１号及び第２号に掲げる者 その組合員の所属する支部長 

（２）第７条第３号に掲げる者 その者の所属する官署支出官又は資金前渡官吏 

（３）第７条第４号に掲げる者 その者（被扶養者については、当該被扶養者を扶養する者）

の所属する共済組合 

２ 本部長は、次の各号に定める額を、診療の都度、徴収するものとする。ただし、法令又

は防衛省共済組合運営規則（平成１４年運営規則第１号）第１７条第３項の規定により、

負担すべき額の減額、免除又は支払の猶予がなされる場合には、当該減額、免除又は支払

の猶予がなされた負担すべき額を徴収することを要しない。 



（１）第７条第１号に掲げる者については、診療点数に次のアからウまでに掲げる場合に応

じ、それぞれ次のアからウまでに定める割合を乗じて得た点数に１点単価９円を乗じて

得た額 

ア 国家公務員共済組合法（以下「法」という。）第５５条第２項第１号に掲げる場合 １

００分の３０ 

イ 法第５５条第２項第２号に掲げる場合 １００分の２０ 

ウ 法第５５条第２項第３号に掲げる場合 １００分の３０ 

（２）第７条第４号に掲げる組合員については、診療点数に次のアからウまでに掲げる場合

に応じ、それぞれ次のアからウまでに定める割合を乗じて得た点数に１点単価１０円を

乗じて得た額 

ア 法第５５条第２項第１号に掲げる場合 １００分の３０ 

イ 法第５５条第２項第２号に掲げる場合 １００分の２０ 

ウ 法第５５条第２項第３号に掲げる場合 １００分の３０ 

（３）第７条第２号及び第４号に掲げる被扶養者については、診療点数に次のアからエまで

に掲げる場合に応じ、それぞれ次のアからエまでに定める割合を乗じて得た点数に１点

単価１０円を乗じて得た額 

ア 法第５７条第２項第１号イに掲げる場合 １００分の３０ 

イ 法第５７条第２項第１号ロに掲げる場合 １００分の２０ 

ウ 法第５７条第２項第１号ハに掲げる場合 １００分の２０ 

エ 法第５７条第２項第１号ニに掲げる場合 １００分の３０ 

（４）第７条第５号に掲げる者については、第８条第２号により算定した額 

（文書料の請求） 

第１０条の２ 本部長は、受診者等から診断書、その他診療を受けたことに係る内容を証明

する書類の交付請求があった場合は、文書料として別表に掲げる金額を、その都度、当該

受診者等から徴収するものとする。 

（後期高齢者医療の取扱い） 

第１１条 第７条各号に掲げる者で高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８

０号）第５０条の規定により医療を受けることができる者の診療方針及び診療報酬の算定

等の取扱いについては、同法の規定の例による。 

（健康診断及び予防接種等） 

第１２条 診療所長は、健康診断又は予防接種等（予防投薬を含む。次項において同じ。）の

申込みを受けた場合は、これらを行うことができる。 

２ 前項の規定による健康診断又は予防接種等の費用は、当該費用の負担をする者に請求し

なければならない。 

（委任規定） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理運営に関して必要な事項は、本部長

が別に定める。 



附 則 

この規則は、昭和４３年９月２７日から施行する。 

附 則 

この規則は、昭和４４年９月１日から適用する。 

附 則（昭和４７年４月１日組合規則第２号） 

１ この規則は、昭和４７年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の第８条第１項の規定は、昭和４７年４月１日以後の診療に要す

る費用を算定する場合について適用し、同日前の診療に要する費用を算定する場合につい

ては、なお従前の例による。 

附 則（昭和４８年１１月２７日組合規則第９号） 

１ この規則は、昭和４８年１１月２７日から施行し、別紙様式第５号に係る改正部分につ

いては、同年１０月１日以降の診療分から適用する。 

２ この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の別記様式第５号による用紙は、当

分の間、これを取り繕い使用することができる。 

附 則（昭和５０年３月３１日組合規則第３号） 

１ この規則は、昭和５０年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の第８条第１項の規定は、昭和５０年４月１日以後の診療に要す

る費用を算定する場合について適用し、同日前の診療に要する費用を算定する場合につい

ては、なお従前の例による。 

３ この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の別記様式第５号による用紙は、

当分の間、これを取り繕い使用することができる。 

附 則（昭和５８年９月２８日組合規則第９号） 

この規則は、昭和５８年１０月１日から施行する。 

附 則（昭和６２年２月２５日組合規則第２号） 

この規則は、昭和６２年２月２５日から施行する。 

附 則（平成元年３月１４日組合規則第３号） 

１ この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

２ この規則は、平成元年４月１日以後の診療に適用し、同日前の診療については、なお従

前の例による。 

附 則（平成２年９月２０日組合規則第１１号） 

この変更は、平成２年１０月１日から施行する。 

附 則（平成３年４月１２日組合規則第１０号） 

この規則は、平成３年４月１２日から施行する。 

附 則（平成６年６月２３日組合規則第４号） 

１ この変更は、平成６年４月１日から適用する。 

２ 変更後の第８条第１項の規定は、平成６年４月１日以後の診療に係る診療報酬を算定す

る場合について適用し、同日前の診療に係る診療報酬を算定する場合については、なお従



前の例による。 

附 則（平成９年８月２９日組合規則第２３号） 

１ この変更は、平成９年９月１日から施行する。 

２ 平成９年９月１日において、現に存する変更前の様式第１号から様式第５号までの用紙

は、当分の間使用することができる。 

附 則（平成１２年４月２８日組合規則第８号） 

この変更は、平成１２年５月８日から施行する。 

附 則（平成１３年１月４日組合規則第４号） 

１ この変更は、平成１３年１月６日から施行する。 

２ 防衛施設庁共済組合診療所管理運営規則（昭和３８年組合規則第１号）は、廃止する。 

附 則（平成１５年３月３１日組合規則第４号） 

１ この変更は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ 第８条及び第１０条第２項の規定は、平成１５年４月１日以後における診療についてか

ら適用し、同日前における診療については、なお従前の例による。 

附 則（平成１７年３月３１日組合規則第１号） 

この変更は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年７月７日組合規則第５号） 

この変更は、平成１７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１８年６月３０日組合規則第８号） 

この変更は、平成１８年７月１日から施行する。 

附 則（平成１８年９月２９日組合規則第１３号） 

１ この変更は、平成１８年１０月１日から施行する。 

２ 変更後の第１０条第２校の規定は、平成１８年１０月１日以後の診療について適用し、

同日前における診療については、なお従前の例による。 

附 則（平成１８年１２月２８日組合規則第１５号） 

１ この変更は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第１１８号）の施

行の日から施行する。 

〔施行の日＝平成１９年１月９日〕 

２ この法律の施行の日において、現に存するこの変更による変更前の様式第５号の用紙は、

当分の間、これを取り繕い使用することができる。 

附 則（平成１９年３月３０日組合規則第１５号） 

この変更は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月３１日組合規則第３号） 

この変更は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３１日組合規則第６号） 

この変更は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年７月１６日組合規則第１０号） 



この変更は、平成２２年７月１６日から施行し、同月１日から適用する。 

附 則（平成２５年６月２５日運営規則第７号） 

この変更は、平成２５年６月２５日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日運営規則第４号） 

１ この変更は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この変更は、平成２６年４月１日以降７０歳に達する組合員及び被扶養者について、７

０歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた診療について適用し、同日前に７０歳に達

した組合員及び被扶養者については、なお従前の例による。 

   附 則（令和３年２月２６日運営規則第３号） 

 この変更は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年５月１１日組合規則第４号） 

この変更は、令和３年５月１１日から施行し、同月１０日から適用する。 

   附 則（令和５年３月３１日運営規則第４号） 

１ この変更は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 変更後の第８条及び第１０条第２項の規定は、令和５年４月１日以後の診療に係る診療

報酬を算定する場合について適用し、同日前の診療に係る診療報酬を算定する場合につい

ては、なお従前の例による。 



別表(第10条の2関係) 
文書料金表 

 
区分 金額 摘要 

診断

書類 
診断書 800円 2通以上を必要とす

る場合は、1通増す

ごとに所定料金の1

／2を加算する。 

医師又は歯科医師

が新たに作成し証

明する。 
特殊な診断書 
1 国民年金等診断書 
2 自動車損害賠償責任保険診

断書 
3 生命保険給付診断書 
4 その他の診断書 

1,600円

死亡診断書 800円

死体検案書 
病歴書 800円。ただし、用紙2枚以上

にわたるものは、用紙1枚増

すごとに400円を加算する。 
その

他 
診療報酬明細書 1,600円

診療費支払証明書 
その他の証明書 

400円。ただし、用紙2枚以上

にわたるものは、用紙1枚増

すごとに200円を加算する。 
 



様式第1号(第9条関係) 

 

診 療 状 況 報 告 書(  月分) 

 

保 険

機 関 名 

一 般 診 療 歯 科 診 療 
請 求 金 額 

件数 日数 点数 金額 件数 日数 点数 金額 

  本人                   

家族                   

計                   

  本人                   

家族 
                  

計 
                  

  本人                   

家族                   

計                   

  本人                   

家族 
                  

計 
                  

  本人                   

家族                   

計                   

  本人                   

家族 
                  

計 
                  

  本人                   

家族                   

計                   

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 



様式第2号(第9条関係) 

診 療 日 誌 

区 分 

患者数(人) 診 療 点 数(点) 

計 
初診 再診 計 初診 再診 指導 検査 X線 

手術

処置 
注射 投薬 

その

他 

一

般

診

療 

1種                           

2種                           

3種                           

4種                           

5種                           

計                           

歯

科

診

療 

1種                           

2種                           

3種                           

4種                           

5種                           

計                           

合 計                           

備考：1種とは第7条第1号に掲げる者をいう。 

   2種とは第7条第2号に掲げる者をいう。 

   3種とは第7条第3号に掲げる者をいう。 

   4種とは第7条第4号に掲げる者をいう。 

   5種とは第7条第5号に掲げる者をいう。 

   用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 



様式第3号(第10条関係) 

 

 

診 療 費 請 求 書 

 

防共  第     号 

         殿 

 

 

防衛省共済組合 

 

 

 防衛省共済組合   診療所の    年  月  分診療費を別紙診療報酬明細書

に基づき、下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

 

 
区 分 診 療 点 数 単 価 金 額(円) 

 

一般診療 

本 人 
      

被扶養者 
      

歯科診療 

本 人 
      

被扶養者 
      

請 求 金 額 
      

  

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 


